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この文書は、首都圏整備法（昭和３１年法律第８３号）第３０条２の

規定に基づき、首都圏整備計画の策定及び実施に関する状況について報

告を行うものである。
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●凡 例●

本文中の「首都圏 「東京圏 「近隣３県 「周辺４県」等は、特にことわりのない限り、次」、 」、 」、

の区域を示す。

首都圏：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県

東京圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

近隣３県：埼玉県、千葉県、神奈川県

周辺４県：茨城県、栃木県、群馬県、山梨県

都心３区：千代田区、中央区、港区

多摩地域：東京特別区を除く東京都（島しょ部を含む）

関西圏：京都府、大阪府、兵庫県、奈良県

名古屋圏：岐阜県、愛知県、三重県



第１章

首都圏をめぐる最近の動向



平成2年→平成7年 

1.0％以上減 

0.5～1.0％減 

0.0～0.5％減 

0.0～0.5％増 

0.5～1.0％増 

1.0～2.0％増 

2.0％以上増 

年平均人口変化率 

平成12年→平成17年 

我が国では少子高齢化の進展により、人口減少局面に入りつつあるが、首都圏においては、東
京圏を中心に今後１０年程度は増加することが見込まれている。しかし、東京圏において、平成
１２～１７年の人口の増減を見てみると全域で人口が増加しているわけではなく、東京都心部で増
加傾向が強くなる一方で、近郊整備地帯１）の外縁部等が減少傾向となっている（図表１‐１‐１）。こ
のことから、首都圏に流入する人口を近郊整備地帯が受け入れ、既成市街地１）の急激な人口増加
の抑制に寄与するといったこれまでの人口動向に大きな変化が生じていると考えられる。
そこで、東京圏において平成１２～１７年で人口動向の顕著な変化がみられる東京都心部及び近
郊整備地帯で人口が減少している市区町に着目し、それぞれの地域における世帯移動の状況や
その特徴などについて分析する。なお、世帯移動の状況の分析については、「住宅統計調査」及
び「住宅・土地統計調査」において、現在の住居の入居時期、従前の居住地及び住宅種別のす
べてについて回答が得られた世帯のデータを用いた。

１）「首都圏整備法」（昭和３１年法律第８３号）に規定する既成市街地、近郊整備地帯を指す。

注：図表において、既成市街地及び近郊整備地帯を含む市区については、全域を既成市街地として集計している。

図表１‐１‐１ 既成市街地及び近郊整備地帯における人口増減

首都圏における人口動向の変化と
居住動向

第1節

注 ：市区町村界は平成１７年１０月１日時点に修正。千葉市、横浜市、さいたま市の各区については、国勢調査の数値を基に国土
交通省国土計画局が加工。

資料：「国勢調査」（総務省）を基に国土交通省国土計画局が作成
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平成２ ７ 12 17 （年） 

（百万人） 

近郊整備地帯 

既成市街地 
（都心３区以外） 

都心 ３区 

2,7822,7822,782

1,938
1,938
1,938
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（世帯数） 都心3区への転入超過 

近郊整備地帯 

既成市街地 
（都心3区以外） 

都心3区 

268268

12,153

4,143

ら 

（ 

都心3区からの転出超過 （世帯数） 

都心3区への転入超過 （世帯数） 

平成11→15年 
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近郊整備地帯以外 

既成市街地及び 
近郊整備地帯以外 

平成元→5年 

-16,028-16,028
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7,3787,378
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（年） 
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出 

１．都心部における世帯移動等の状況

平成２～１７年の東京２３区の人口推移をみ

ると、減少から増加傾向に転じた（図表１‐

１‐２）。これに伴い、人口動向と密接な関係

にある世帯移動の状況にも変化が起こって

いると考えられる。

そこで、東京２３区において平成１２～１７年

の人口増加率が１５％以上と特に高かった千

代田区、中央区、港区（以下「都心３区」

という。）に着目し、世帯の動向及びその

特徴を見てみる。

（１）世帯の転出入超過数の推移

平成５年、１０年、１５年までの各５年間に

移動した世帯について都心３区における世

帯の転出入超過の状況をみると、平成５年

までの５年間で、都心３区以外の既成市街

地（以下「既成市街地（都心３区以外）」と

いう。）、近郊整備地帯への転出が転入を上

回り、転出超過となっていたが、平成１０年

までの５年間ではその数が減少し、平成１５

年までの５年間で、既成市街地（都心３区

以外）や近郊整備地帯からの転入が転出を

上回り、転入超過となっている。特に、既

成市街地（都心３区以外）の世帯動向の変

化が大きくみられる（図表１‐１‐３、１‐１‐４）。

図表１‐１‐２ 東京２３区の人口推移

図表１‐１‐３ 都心３区における世帯の転出入超
過の状況

図表１‐１‐４ 都心３区における世帯の転出入超過の状況（平成５年、平成１５年）

資料：「国勢調査」（総務省）により国土交通省国土計画局作成

注 ：平成５、１０、１５年までの各５年間に移動した世帯を対象。
資料：「住宅統計調査」及び「住宅・土地統計調査」（総務省）

により国土交通省国土計画局作成

注 ：平成５、１５年までの各５年間に移動した世帯を対象。
資料：「住宅統計調査」及び「住宅・土地統計調査」（総務省）により国土交通省国土計画局作成
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1,810
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0

2,000

4,000

6,000

千代田区 中央区 港区 

（世帯） 

82

-467

-367

510

2,8202,8202,820

3,3413,3413,341

157

1,3021,3021,302

7,378

-2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000

不詳 

75歳以上 

65～74歳 

55～64歳 

45～54歳 

35～44歳 

25～34歳 

25歳未満 

合計 

（世帯） 
転出 転入 

3.9

1.6

4.3

6.6

9.5

34.0

25.7

22.6

28.5

13.3

19.8

11.5

10.3

7.0

0 20 40 60 80 100

都心3区からの転出 

都心3区への転入 

25歳未満  25～34歳    35～44歳    45～54歳    55～64歳    
65～74歳   75歳以上  不詳 

（％） 

また、転入超過がみられた平成１５年ま

での５年間について、区別の転入超過数

をみると、中央区で特に多くなっている

（図表１‐１‐５）。

都心３区への転入超過は、既成市街地

（都心３区以外）などへの転出傾向が収

まり、既成市街地（都心３区以外）から

の転入超過をはじめ大きな都心回帰の動

きがみられるなど、首都圏内からの転入

超過の状況変化による要因が大きい。

（２）世帯主年代別の状況

世帯主年齢別に平成１５年までの５年間

の都心３区の転出入の超過をみると、６５

歳未満で転入超過となっており、特に３５

～４４、４５～５４歳の転入超過が大きい。一

方、６５歳以上については、８３４世帯の転

出超過となっている（図表１‐１‐６）。

また、世帯主年齢別に転入及び転出世

帯の割合を見てみると、２５～４４歳の割合

が高く、転入５４．２％、転出５６．６％と５割強

を占めており、６５歳以上については、転

入５．５％、転出１１．３％と全体に占める転

入及び転出の割合は低い（図表１‐１‐７）。

次に、最も転入超過の大きい３５～４４歳

の世帯と転出超過がみられる６５歳以上の

世帯について、都心３区における世帯の

転出入超過の住宅種別状況（転出超過の

場合は転出前、転入超過の場合は転入後

の住宅種別）をみると、３５～４４歳では、

持ち家（共同住宅）の転入超過が最も大

きく、次いで民営借家（共同住宅）となっ

ている一方、持ち家（一戸建）の転出超

過が最も大きくなっている。また、持ち

家（一戸建）の転出超過の区域別の状況

をみると、既成市街地（都心３区以外）

への転出超過が大きい。また、６５歳以上

では、持ち家（共同住宅）の転入超過が

最も大きい一方、持ち家（一戸建）で転

出超過が最も大きく３５～４４歳の持ち家

（一戸建）の転出超過の世帯数とほぼ同

数となっている。持ち家（一戸建）の転

図表１‐１‐６ 都心３区における世帯主年齢別の転
出入超過の状況

図表１‐１‐７ 都心３区における世帯主年齢別の転
入及び転出世帯の割合

図表１‐１‐５ 区別の転入超過数（都心３区）

注 ：平成１５年までの５年間に移動した世帯を対象。
資料：「住宅・土地統計調査」（総務省）により国土交通省

国土計画局作成

注 ：平成１５年までの５年間に移動した世帯を対象。
資料：「住宅・土地統計調査」（総務省）により国土交通省

国土計画局作成

注 ：平成１５年までの５年間に移動した世帯を対象。
資料：「住宅・土地統計調査」（総務省）により国土交通省国土計画

局作成
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出超過の転出入先別の内訳は、既成市街地及び近郊整備地帯以外への転出超過が最も大きいも

のの、既成市街地（都心３区以外）及び近郊整備地帯への転出超過も大きく、多様な地域に転

出している。持ち家（一戸建）に次いで転出超過が大きい民営借家（共同住宅）は、３５～４４歳の

民営借家（共同住宅）と逆の傾向を示している（図表１‐１‐８）。

２．近郊整備地帯における人口減少市区町の状況

前述のように、近年、都心においては、転入超過が進み人口増加がみられる一方、近郊整備

地帯においては、引き続き増加傾向を示す市区町村と減少傾向にある市区町村とに分かれてい

る。ここでは、自治体レベルでの世帯移動の状況や、居住構造等の分析を行い、よりマクロ的

な視点での人口減少地域における現状及び課題等を明らかにする。そこで、平成１２～１７年にか

けて近郊整備地帯において人口が減少した自治体２）（以下「人口減少市区町」という。）について

市区町単位で分析を行う。

（１）人口減少市区町における近年の世帯移動の動向

平成１５年までの５年間における人口減少市区町からの世帯移動の状況について見てみると、

既成市街地及び近郊整備地帯以外からの転入超過となっているものの、既成市街地や近郊整備

地帯に対しては転出超過となっているため、全体としては、約１１，０００世帯の転出超過となって

いる。転出入超過先についてみると、近郊整備地帯（３０km圏内）では約１，６００世帯の転出超過

図表１‐１‐８ 都心３区における世帯の転出入超過の住宅種別状況

２）近郊整備地帯内において平成１２～１７年に人口減少した市区町村のうち、「平成１０年住宅・土地統計調査」（総務省）
の調査対象とされている一定規模以上の４１市区町。集計については、平成１７年１０月１日時点の市区町村界で集計。
市町村合併により、調査対象とされていない町村を含む市については、平成１０年住宅・土地統計調査に調査対象と
されている旧市町のみを対象として集計。

注 ：平成１５年までの５年間に移動した世帯を対象。住宅種別は、転出超過の場合は転出前における住宅種別を表し、転
入超過の場合は転入後における住宅種別を表している。

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省）により国土交通省国土計画局作成
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（ 

既成市街地 

世帯数 

世帯数 

人口減少市区町からの転出超過 

人口減少市区町への転入超過 

近郊整備地帯 
（人口減少市区町） 

近郊整備地帯 
（40km以遠） 

近郊整備地帯 
（30～40km圏） 

近郊整備地帯 
（30km圏内） 

4,2
38

4,842

1,5981,5981,598
4,319

4,019

既成市街地及び 
近郊整備地帯以外 

平成11→15年 

-35

965965

593

-899

-832

-7,449

-2,690

-899

-631

-832

-7,449

-2,690

-10,978

-12,000 -10,000 -8,000 -6,000 -4,000 -2,000 0 2,000

不詳 

75歳以上 

65～74歳 

55～64歳 

45～54歳 

35～44歳 

25～34歳 

25歳未満 

合計 

（世帯） 
転出 転入 

42.1

60.6

13.8 7.2

8.0

25.3

15.3

5.7

3.2

4.7

3.5

2.5

0 20 40 60 80 100

その他近郊整備地帯 
（人口減少市区町以外） 

人口減少市区町 

持ち家（一戸建） 持ち家（共同住宅） 持ち家（その他） 
公営借家 民営借家（一戸建） 民営借家（共同住宅） 
民営借家（その他） 給与住宅 不詳 

（％） 

4.7

2.2

14.0

11.1

16.7

15.0

18.3

21.7

20.6

24.6

19.9

22.5

5.7

2.9

0 20 40 60 80 100

その他近郊整備地帯 
（人口減少市区町以外） 

人口減少市区町 

25歳未満 25～34歳 35～44歳 45～54歳 

55～64歳 65歳以上 不詳 

（％） 

となっているが、それ以外の既成市街地及び近郊整備地帯（３０～４０km圏、４０km以遠）へは、約

４，２００～４，８００世帯とほぼ同規模の転出超過となっている（図表１‐１‐９）。世帯主年齢別にみると、

６５歳以上で転入超過、６５歳未満で転出超過となっており、前述の都心３区とは逆の状況となっ

ている（図表１‐１‐１０）。

（２）人口減少市区町における世帯・住宅

の特徴

人口減少市区町における世帯・住宅の

特徴を見てみる。平成１５年の住宅種別の

割合を見てみると、持ち家（一戸建）は、

人口減少市区町で約６０％、近郊整備地帯

でも人口が減少していない自治体（以下

「その他近郊整備地帯」という。）で約４２

％、民営借家（共同住宅）は、人口減少

市区町で約１５％、その他近郊整備地帯で

約２５％となっており、人口減少市区町の

方が持ち家（一戸建）の割合が高く、民

営借家（共同住宅）の割合が低い（図表

１‐１‐１１）。また、世帯主年齢別に世帯数

の割合をみると、６５歳以上の割合が人口

減少市区町で２２．５％、その他近郊整備地

帯で１９．９％と人口減少市区町の方が高

く、５５～６４歳でも人口減少市区町の割合

が高い。人口減少市区町では、若い世代

の転出超過及び高齢層の転入超過の傾向

から、今後、高齢層の割合がさらに高ま

ることが想定される（図表１‐１‐１２）。

図表１‐１‐１０ 人口減少市区町における世帯主
年齢別の世帯の転出入超過の状況

図表１‐１‐１１ 近郊整備地帯における住宅種別の
割合（平成１５年）

図表１‐１‐１２ 近郊整備地帯における世帯主年齢
別世帯数の割合（平成１５年）

図表１‐１‐９ 人口減少市区町における世帯の
転出入超過の状況

注 ：平成１５年までの５年間に移動した世帯を対象。
資料：「住宅・土地統計調査」（総務省）により国土交通省国土計画局作成

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省）により国土交通省国土
計画局作成

注 ：内訳の総和が１００％とならないのは、数値の四捨五入の
関係による。

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省）により国土交通省国土
計画局作成
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12.1

26.4

22.3
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27.6

24.0

33.8
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その他近郊整備地帯 
（人口減少市区町以外） 

人口減少市区町 

200m未満 200～500m未満 500～1,000m未満 

1,000～2,000m未満 2,000m以上 

（％）

95.1

82.3

4.9

15.8

1.9

0 20 40 60 80 100

その他近郊整備地帯 
（人口減少市区町以外） 

人口減少市区町 

　　 市街化区域 　　 市街化調整区域 　　 未線引き及び 
都市計画区域以外 

（％） 

10.5

11.0

10.2 10.3

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

人口減少市区町 その他近郊整備地帯 
（人口減少市区町以外） 

平成10年 平成15年 （％） 

65.3

58.7

6.1

5.2

4.74.7

8.7

23.8

27.4

0 20 40 60 80 100

その他近郊整備地帯 
（人口減少市区町以外） 

人口減少市区町 

　　　 賃貸用の住宅 　　　 売却用の住宅 
　　　 二次的住宅 　　　 その他の住宅 

（％） 

［空家数：143,470］ 

［空家数：674,920］ 

次に住宅の立地の状況を、最寄り駅までの距離及び都市計画区域別に特徴を見てみる。人口

減少市区町では、最寄り駅から２，０００m以上に立地する住宅数の割合が約３４％、市街化区域以外

が約１８％となっている。一方、その他近郊整備地帯では、最寄り駅から２，０００m以上が２４％、市

街化区域以外が約５％となっている。人口減少市区町では、駅から離れた地区や市街化区域外

での住宅が立地している割合が比較的高い（図表１‐１‐１３、１‐１‐１４）。

（３）人口減少市区町における空き家及び近年の住宅供給の状況

近郊整備地帯の平成１０～１５年の空き家率の推移をみると、その他近郊整備地帯が１０．５％から

１０．３％に減少している一方で、人口減少市区町は１０．２％から１１．０％に増加している（図表１‐１‐

１５）。また、平成１５年の空き家の内訳をみると、賃貸用及び売却用の住宅の割合が人口減少市区

町で６３．９％、その他近郊整備地帯で７１．４％と販売・賃貸に出ている空き家の割合が人口減少市

区町で低くなっている（図表１‐１‐１６）。

図表１‐１‐１３ 近郊整備地帯における最寄り駅
までの距離別住宅数の割合
（平成１５年）

図表１‐１‐１４ 近郊整備地帯における都市計画
区域別住宅数の割合
（平成１５年）

図表１‐１‐１６ 近郊整備地帯における空き家の
内訳（平成１５年）

図表１‐１‐１５ 近郊整備地帯における空き家率
の推移（平成１０→１５年）

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省）により国土交通省国土計画局作成

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省）により国土
交通省国土計画局作成

注１：「二次的住宅」とは避暑用等のふだんは人が住んで
いない住宅を指す。

２：内訳の総和が１００％とならないのは、数値の四捨五
入の関係による。

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省）により国土交通省
国土計画局作成
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さらに、空き家の分布を、最寄り駅までの距離帯及び都市計画区域別の住宅全体の分布の割

合で特徴を見てみる。最寄り駅までの距離帯では、最寄り駅までの距離１，０００m未満の割合は空

き家で４５．２％、住宅で３８．６％、また、都市計画区域別の住宅全体の分布では、市街化区域内は、

空き家で８８．７％、住宅で８２．３％となっており、住宅の立地状況に比べて空き家は市街地寄りと

なっている（図表１‐１‐１７、１‐１‐１８）。

次に、平成１０～１５年の住宅数の増減等から近年の住宅供給の動向について見てみる。所有関

係別に平成１０～１５年の住宅数の増減をみると、その他近郊整備地帯は、持ち家（一戸建）、持ち

家（共同住宅）及び民営借家（共同住宅）と比較的多様に住宅増加がみられ、一方、人口減少

市区町は、持ち家（一戸建）の増加が際だっており、持ち家（一戸建）を主とした住宅供給が

進んでいることがわかる（図表１‐１‐１９、１‐１‐２０）。

図表１‐１‐１７ 人口減少市区町における最寄り
駅までの距離帯別空き家及び住
宅全体の分布（平成１５年）

図表１‐１‐１８ 人口減少市区町における都市計
画区域別空き家及び住宅全体の
分布（平成１５年）

図表１‐１‐１９ 人口減少市区町の所有関係別の
住宅数の増減（平成１０→１５年）

図表１‐１‐２０ その他近郊整備地帯（人口減少
市区町以外）の所有関係別の住
宅数の増減（平成１０→１５年）

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省）により国土交通省国土計画局作成

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省）により国土交通省国土計画局作成
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次に、都市計画区域別に平成１０～１５年の

住宅数の増減率について見てみる。全体の

増減率は、その他近郊整備地帯が１０．０％増、

人口減少市区町が５．６％増と、人口減少市

区町の住宅の増加率は低いものの、一定量

の住宅供給がなされている。その他近郊整

備地帯では、市街化区域外で１．３％減少し

ているのに対して、人口減少市区町では、

１．８％増加している。人口減少市区町では、

住宅供給が市街地に集中せずに、低密にな

されていることが想定される（図表１‐１‐

２１）。以上の結果より、人口減少市区町と

それ以外の近郊整備地帯における居住の動

向を比較すると、人口減少市区町の特徴と

して、既存宅地の空洞化と周辺部への低密度な宅地の拡散が、人口減少と並行して進行してい

ると考えられる。

実際の人口減少地区では、昭和４０年代までに一斉に宅地化され、世帯分離による若年人口の

転出、さらには、世帯の減少とこれに伴う空き家・空き店舗の増加が進み、また、これら空き

家・空き店舗の建て替え、再活用も遅れている地区がみられる。

一方、このような人口減少地区である市街地の周辺部においては、宅地開発が行われ、比較

的取得が容易であることから、世帯主が３０～４０歳代の世帯が転入するといった状況がみられ、自

治体全体としてみると非効率な状態にあると考えられる。

今後、首都圏郊外部の活力維持に向けては、まちなか居住の推進と市街地周辺部の低密度な

開発の抑制を進める必要がある。

図表１‐１‐２１ 近郊整備地帯における都市計画区
域別の住宅数の増減率
（平成１０→１５年）

注 ：都市計画区域外については、市街化調整区域、未線
引き及び都市計画区域外を示す。

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省）により国土交通省
国土計画局作成
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